
許 可番 号 　 11022033696

産 業 廃 棄 物 処 分 業 許 可 証

住　所 岩手県一関市花泉町日形字 日形山2番 地1

氏　名　　　ク リー ンセ ンター花泉有限会社

(法人 にあっては、名称及び代表者の氏名)

代表取締役 佐藤　由佳

優
良

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条 第6項 の許可を受けた者 であることを証する

許可の年月 日

盛岡市長　 内　舘

令和　 6年11月25日

謬 ・1繍茂懸麹
　　一_渦

許可の有効年月 日 令和13年11月24日

1　 事業 の範囲

(1)中 間処理(移 動式造粒 固化施設による造粒 固化 処理)

　　 取扱 う産業廃棄物(特 別管理産業廃棄物で あるものを除 く。)
　　 　・汚泥

　 以下余 白

(2)中 間処理(移 動式破砕施設による破砕処理)
　　 取扱 う産業廃棄物(自 動車等破砕物であるものを除 く。)
　　 　・廃プ ラスチ ック類

　　 　・紙 くず
　　 　・木 くず

　　 　・繊維 くず
　　 　・ゴムくず

　　 　・金属 くず

　　 　・ガラス くず、コンク リー トくず(工 作物の新築、改築又は除去に伴 って生 じた ものを除 く。)
　　 　 及び陶磁器 くず

　 以下余白

2　 事業の用 に供す るすべての施設

(1)移 動式造粒固化施設
　 ア　設置場所
　 イ　設置年月日
　 ウ　処理能力
　 工　設置許可年月日
　 オ　設置許可番号
(2)移 動式破砕施設
　 ア　設置場所
　 イ　設置年月日
　 ウ　処理能力

排 出事業場(駐 機場:岩 手県一関市花泉町 日形字 日形]]2番 地1)

平成16年6月30日
336㎡/日
一(設 置許可対象外施設)

一(設 置許可対象外施設)

排出事業場(駐 機場:岩 手県一 関市花泉町 日形字 日形山2番 地1)

平成16年12月20日

廃プラスチ ック類(自 動 車等破砕 物を除 く。)
紙 くず
木 くず

繊維 くず
ゴム くず

金属 くず(自 動車等破砕物 を除 く。)
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ガラス くず、コンク リー トくず(工 作物の新築、改築又は除去に

伴 って生 じたものを除 く。)及び陶磁器 くず(こ れ らの うち 自動
車等破砕物 を除く。)

(以下、裏面記載)

cch41
新規スタンプ



20.17t/日

工　設置許可年月日

オ　設置許可番号
以下余白

平成16年10月25日

第104007-17号

3.許 可の条件

　 移動式破砕施設 による破砕処理 を行 う場合には次に よること。
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日曜 日及びその他の休 日は作業 を行わない こと。

午後7時 か ら翌 日の午前7時 までの間は作業 を行 わない こと。
敷地境界における騒音の大きさを85デ シベル以下 とすること。

敷地境界における振動の大きさを75デ シベ ル以下 とす ること。
粉 じんの発生を防止す るため、散水等所要の措置 を講ず ること。
コンク リー ト粉 じんを原因 とす る強アルカ リ排水の発生を防止す るため、必要な

　　 措置 を講ず ること。
以下余 白

4.許 可の更新又は変更の状況

平成14年11月25日

平成19年11月25日

平成24年11月25日

平成29年11月25日

令 和 　 3年 　 4月 　 5日

令 和 　 6年11月25日

以 下余 白

当初許可
更新許可

更新許可

更新許可(優 良認定)
変更届 出書受理(代 表者 を佐藤謙吾か ら変更 した こと。)

更新許可(優 良認定)

5. 規則第10条 の4第7項 の規定による許可証の提出の有無　有

以下余 白

cch41
新規スタンプ


